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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】初心者であっても容易に超音波検査を実行でき
る超音波診断装置を提供する。
【解決手段】超音波プローブ５１は、超音波を送受波す
る。画像発生部５９は、超音波プローブ５１からのエコ
ー信号に基づいて今回検査の被検体に関する超音波画像
を繰り返し発生する。通信部７３は、今回検査時におい
て対象物認識装置により発生された動作情報であって今
回検査時における被検体の各特徴点の３次元座標と超音
波プローブ５１の各特徴点の３次元座標とを表現する動
作情報を対象物認識装置から受信する。主記憶部７９は
、模範検査時において予め発生された動作情報であって
模範検査時における被検体の各特徴点の３次元座標と超
音波プローブ２１の各特徴点の３次元座標とを表現する
動作情報を記憶する。判定部６７は、今回検査の動作情
報と模範検査の動作情報とに基づいて今回検査が正しく
行われているか否かを判定する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物の各特徴点の３次元的な位置関係を表す動作情報を発生可能な対象物認識手段と
、
　超音波を送受波する第１の超音波プローブと、
　前記第１の超音波プローブからのエコー信号に基づいて第１の被検体に関する超音波画
像を繰り返し発生する画像発生部と、
　前記対象物認識手段から出力される前記第１の被検体の各特徴点の３次元的な位置関係
と前記第１の超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関係とを表す現在の検査動作情
報を前記対象物認識手段から受信する受信部と、
　模範的な超音波検査時における第２の被検体の各特徴点の３次元的な位置関係と第２の
超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関係とを表す模範動作情報を記憶する動作情
報記憶部と、
　前記現在の検査動作情報と前記模範動作情報とに基づいて前記現在の超音波検査が正し
く行われているか否かを判定する判定部と、
　を具備する超音波診断装置。
【請求項２】
　前記判定部による判定結果を出力する出力部、をさらに備える請求項１記載の超音波診
断装置。
【請求項３】
　前記画像発生部により発生された超音波画像を記憶する画像記憶部と、
　前記判定部により前記現在の超音波検査が正しく行われていると判定された場合、前記
記憶部に前記超音波画像の録画を実行させ、前記判定部により前記現在の超音波検査が正
しく行われていないと判定された場合、前記記憶部に前記超音波画像の録画を停止させる
制御部と、
　をさらに備える請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記判定部は、前記第１の被検体の各特徴点の３次元的な位置関係と前記第２の被検体
の各特徴点の３次元的な位置関係とに基づいて前記現在の超音波検査時における前記第１
の被検体の姿勢が正しいか否かを判定する、請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記第１の被検体を正しい姿勢に誘導するための情報を出力する出力部、をさらに備え
る請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記判定部は、前記第１の超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関係と前記第２
の超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関係とに基づいて前記第１の超音波プロー
ブの位置、向き、及び速度の少なくとも一つが正しいか否かを判定する、請求項１記載の
超音波診断装置。
【請求項７】
　前記第１の超音波プローブを正しい位置、向き、及び速度の少なくとも一つに誘導する
ための情報を出力する出力部、をさらに備える請求項６記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　スキャン条件設定部をさらに備え、
　前記記憶部は、前記模範的な超音波検査時に関するパラメータの設定値とパラメータ設
定時における前記第２の超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関係とを関連付けて
記憶し、
　前記スキャン条件設定部は、前記第１の超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関
係が、前記パラメータ設定時における前記第２の超音波プローブの各特徴点の３次元的な
位置関係に基づく所定の領域に到達したことを契機として、前記現在の超音波検査時に関
するパラメータを自動的に設定する、
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　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　対象物の各特徴点の３次元的な位置関係を表す動作情報を発生可能な対象物認識手段と
、
　超音波を送受波する第１の超音波プローブと、
　前記第１の超音波プローブからのエコー信号に基づいて第１の被検体に関する超音波画
像を繰り返し発生する画像発生部と、
　前記画像発生部により発生された超音波画像を出力する出力部と、
　模範的な超音波検査時における第２の被検体の各特徴点の３次元的な位置関係と第２の
超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関係とを表す模範動作情報を、超音波検査に
関するパラメータの設定値に関連付けて記憶する記憶部と、
　前記対象物認識手段から出力される前記第１の被検体の各特徴点の３次元座標と前記第
１の超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関係とを表す現在の検査動作情報を前記
対象物認識手段から受信する受信部と、
　前記第１の超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関係が、前記第２の超音波プロ
ーブの各特徴点の３次元的な位置関係に基づく所定の領域に到達したことを契機として、
前記現在の超音波検査時に関するパラメータを前記設定値に自動的に設定するスキャン条
件設定部と、
　を具備する超音波診断装置。
【請求項１０】
　対象物の各特徴点の３次元的な位置関係を表す動作情報を発生可能な対象物認識手段に
接続された超音波診断装置であって、
　超音波を送受波する第１の超音波プローブと、
　前記第１の超音波プローブからのエコー信号に基づいて第１の被検体に関する超音波画
像を繰り返し発生する画像発生部と、
　前記対象物認識手段から出力される前記第１の被検体の各特徴点の３次元的な位置関係
と前記第１の超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関係とを表す現在の検査動作情
報を前記対象物認識手段から受信する受信部と、
　模範的な超音波検査時における第２の被検体の各特徴点の３次元的な位置関係と第２の
超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置関係とを表す模範動作情報を記憶する動作情
報記憶部と、
　前記現在の検査動作情報と前記模範動作情報とに基づいて前記現在の超音波検査が正し
く行われているか否かを判定する判定部と、
　を具備する超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、超音波診断装置の小型軽量化が進んでいる。現状、超音波診断装置の使用者は医
師に限られるが、小型軽量化された超音波診断装置が身近になるにつれて使用者制限が緩
和され、患者を含む誰もが利用できるようになることが予想される。
【０００３】
　超音波検査において使用者は、超音波プローブを動かしながら超音波画像を確認する。
すなわち、動画として超音波画像を把握するのが診断の基本となる。これは、リアルタイ
ム診断という超音波検査の最大の長所にもつながるが、超音波検査の習得の困難性の要因
ともなっている。超音波診断装置の小型軽量化が進み使用者制限が緩和されたとしても、
初心者が目的に合致した超音波画像を取得するように超音波診断装置を操作するのは困難
である。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実施形態の目的は、初心者であっても容易に超音波検査を実行可能な超音波診断装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、対象物の各特徴点の３次元的な位置関係を表す動
作情報を発生可能な対象物認識手段と、超音波を送受波する第１の超音波プローブと、前
記第１の超音波プローブからのエコー信号に基づいて第１の被検体に関する超音波画像を
繰り返し発生する画像発生部と、前記対象物認識手段から出力される前記第１の被検体の
各特徴点の３次元的な位置関係と前記第１の超音波プローブの各特徴点の３次元的な位置
関係とを表す現在の検査動作情報を前記対象物認識手段から受信する受信部と、模範的な
超音波検査時における第２の被検体の各特徴点の３次元的な位置関係と第２の超音波プロ
ーブの各特徴点の３次元的な位置関係とを表す模範動作情報を記憶する動作情報記憶部と
、前記現在の検査動作情報と前記模範動作情報とに基づいて前記現在の超音波検査が正し
く行われているか否かを判定する判定部と、を具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本実施形態に係る超音波検査システムの概略構成を示す図。
【図２】図１の対象物認識装置の構成を示す図。
【図３】図２の距離画像収集部により収集される距離画像の一例を示す図。
【図４】図２の動作情報発生部により利用される人体パターンの一例を示す図。
【図５】本実施形態に係る、複数のマーカが取り付けられた超音波プローブの外観を示す
図。
【図６】図１の模擬検査の検査履歴情報の取得側の超音波診断装置の構成を示す図。
【図７】図１の模擬検査の検査履歴情報の使用側の超音波診断装置の構成を示す図。
【図８】図１の超音波検査支援システムの動作の全体の流れを示す図。
【図９】本実施形態に係る検査履歴情報の構造を示す図。
【図１０】図１の模擬検査の検査履歴情報の使用側の超音波診断装置により行われる検査
支援処理の典型的な流れを示す図。
【図１１】図１０のステップＳＣ２において表示部により表示される、超音波画像と模擬
検査のカラー画像との表示例を示す図。
【図１２】図１０のステップＳＣ５において表示部により表示される、超音波検査が正し
く実行されていない旨のメッセージ「ＢＡＤ」と超音波画像の録画が停止されている旨の
メッセージ「ＳＴＯＰ」との表示例を示す図。
【図１３】図１０のステップＳＣ６，８において表示部により表示される、擬検査の超音
波プローブの予測経路を示すマークと検査部位を示すマークとが重畳された今回検査のカ
ラー画像を示す図。
【図１４】図１０のステップＳＣ６，８において表示部により表示される、模擬検査のパ
ラメータ変更情報に関するパラメータの設定が行われた位置を示すマークが重畳された今
回検査のカラー画像を示す図。
【図１５】図１０のステップＳＣ７において表示部により表示される、超音波検査が正し
く実行されていない旨のメッセージ「ＧＯＯＤ」と超音波画像の録画が停止されている旨
のメッセージ「ＲＥＣ」との表示例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面を参照しながら本実施形態に係わる超音波診断装置を説明する。
【０００８】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、超音波検査を容易に実行可能にするために構築さ
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れた超音波検査システムの一構成要素である。
【０００９】
　図１は、本実施形態に係る超音波検査システムの概略構成を示す図である。図１に示す
ように、本実施形態に係る超音波検査システムは、模範検査の検査履歴情報の取得側と模
範検査の検査履歴情報の使用側とに分離される。模範検査の検査履歴情報の取得側におい
ては、対象物認識装置１００と超音波診断装置２００とが設置される。模範検査の検査履
歴情報の使用側においても、対象物認識装置３００と超音波診断装置４００とが設置され
る。
【００１０】
　検査履歴情報は、超音波検査において収集される患者や超音波プローブ、スキャン条件
パラメータの設定値の履歴である。具体的には、検査履歴情報は、患者動作情報、プロー
ブ動作情報、及びパラメータ変更情報を含む。患者動作情報は、超音波検査時における患
者の動作情報である。プローブ動作情報は、超音波検査時における超音波プローブの動作
情報である。パラメータ変更情報は、超音波検査時におけるスキャン条件パラメータの設
定値の変更履歴である。
【００１１】
　模範検査の検査履歴情報は、超音波検査の初心者が手本とする検査履歴情報である。模
範検査は、例えば、超音波検査に手慣れた医師等により行われる。この場合、模範検査は
病院で行われることとなる。模擬検査の検査履歴情報は、初心者等が超音波検査を行う際
に使用される。初心者等が行う超音波検査を、以下、今回検査と呼ぶ。今回検査は、例え
ば、当該初心者の自宅において行われる。なお今回検査の実際場所は、自宅のみに限定さ
れず病院等の他の場所で行われても良い。
【００１２】
　対象物認識装置１００，３００は、超音波検査が行われる実空間における人物や物体等
の対象物を認識し、当該人物や物体等の動作を表現する情報（以下、動作情報と呼ぶ）を
発生する。対象物認識装置１００，３００としては、例えば、Ｋｉｎｅｃｔ（登録商標）
が用いられる。模擬検査の検査履歴情報の取得側の対象物認識装置１００と模擬検査の検
査履歴情報の使用側の対象物認識装置３００とは同一の装置であっても良いし別の装置で
あっても良い。
【００１３】
　図２は、対象物認識装置１００，３００の構成を示す図である。図２に示すように、対
象物認識装置１００，３００は、カラー画像収集部１１、距離画像収集部１３、音声認識
部１５、動作情報発生部１７、及び通信部１９を有する。
【００１４】
　カラー画像収集部１１は、超音波検査が行われる実空間における人物や物体等の対象物
に関するカラー画像を収集する。例えば、カラー画像収集部１１は、カメラ装置を有して
いる。カメラ装置は、対象物表面で反射される可視光を複数の受光素子で検出し、検出さ
れた可視光に応じた電気信号を発生する。カメラ装置は、受光素子として、例えば、ＣＭ
ＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）やＣＣＤ（Charge Coupled Device）
を有する。そして、カラー画像収集部１１は、発生された電気信号をデジタルデータに変
換することにより対象物に関するカラー画像を繰り返し発生する。カラー画像は、対象物
の表面の色彩の空間分布を表現する画像である。カラー画像は、ＲＧＢ（Red Green Blue
）値が割り当てられた複数の画素のデータセットからなる。カラー画像は、撮影時刻に関
連付けて管理される。カラー画像は、動作情報発生部１７に供給される。
【００１５】
　距離画像収集部１３は、超音波検査が行われる空間における人物や物体等の対象物に関
する距離画像を収集する。例えば、距離画像収集部１３は、カメラ装置を有している。カ
メラ装置は、赤外線を照射し、対象物表面で反射された赤外線を複数の受光素子で検出す
る。カメラ装置は、受光素子として、例えば、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Se
miconductor）やＣＣＤ（Charge Coupled Device）を有する。カメラ装置は、カラー画像
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収集部１１と共用されても良い。距離画像収集部１３は、照射波と反射波との位相差や、
照射から検出までの時間に基づいて、対象物とカメラ装置との距離を算出し、算出された
距離に基づいて距離画像を繰り返し発生する。距離画像は、対象物とカメラ装置との間の
距離の空間分布を示す画像である。具体的には、距離画像は、対象物とカメラ装置との間
の距離値が割り当てられた複数の画素のデータセットからなる。また、距離画像収集部１
３によって算出される距離の単位としては、例えば、メートル［ｍ］が採用される。距離
画像は、撮影時刻に関連付けて管理される。距離画像は、動作情報発生部１７に供給され
る。
【００１６】
　図３は、距離画像収集部１３により収集される距離画像Ｉ１の一例を示す図である。図
３においては、説明の便宜上、人物の寝姿を表現した距離画像が示されているが、距離画
像に描出されている人物の姿勢は、座っている姿など任意の姿勢でも良い。また、図３に
おいては、説明の便宜上、線画で表現された画像を示すが、実際の距離画像Ｉ１は、距離
に応じた色の濃淡で表現された画像等である。距離画像Ｉ１の各画素は、距離画像の左右
方向に関する「画素位置Ｘ」、距離画像の上下方向に関する「画素位置Ｙ」、及び「距離
値Ｚ」を対応付けた３次元の画素値を有する。
【００１７】
　図２に示すように、音声認識部１５は、周囲の音声を集音し、集音された音声をデジタ
ルデータ（以下、音声データと呼ぶ）に変換し、音声データに音声認識技術を施して音声
認識情報を発生する。具体的には、音声認識部１５は、複数のマイクを搭載したマイクア
レイを有している。マイクアレイは、周囲の音声を集音し、集音された音声に応じた電気
信号を発生し、当該電気信号を音声データに変換する。音声認識部１５は、音声データに
既知の音声認識技術を用い、集音した音声に含まれる単語を認識する。すなわち、音声認
識部１５は、例えば、音声認識技術によって認識された単語に関する音声データを音声認
識情報として発生する。音声認識情報は、当該音声を認識した時刻に関連付けて管理され
る。音声認識情報は、動作情報発生部１７に供給される。
【００１８】
　動作情報発生部１７は、人物や物体等の対象物の動作を表す動作情報を発生する。動作
情報は、対象物の各特徴点の３次元的な位置関係を表現するデジタルデータである。対象
物が人体の場合、まず、動作情報発生部１７は、人体パターンを用いたパターンマッチン
グにより、距離画像から、人体の骨格上にある各特徴点の座標を特定する。距離画像から
得られた各特徴点の座標は、距離画像の座標系（以下、距離画像座標系と呼ぶ）で表され
る値である。次に、動作情報発生部１７は、距離画像座標系における各関節の座標を、超
音波検査が行われる３次元空間の座標系（以下、世界座標系と呼ぶ）で表される値に変換
する。この世界座標系で表される各特徴点の座標が、人物に関する動作情報（以下、患者
動作情報と呼ぶ）を成す。動作情報発生部１７は、時系列の距離画像に繰り返し上記の処
理を施すことにより各特徴点の時系列の座標を算出する。これにより人物に関する時系列
の患者動作情報が得られる。
【００１９】
　図４は、動作情報発生部１７により利用される人体パターンの一例を示す図である。人
体パターンは、距離画像とのパターンマッチングに用いられる人体の標準的なパターンで
あるので、距離画像座標系で表現される。また人体パターンは、距離画像に描出される人
物と同様、人体の表面の情報（以下、「人体表面」と呼ぶ）を有する。例えば、人体表面
は、その人物の皮膚や衣服の表面に対応する。更に、人体パターンは、図４に示すように
、人体の骨格上にある各特徴点が定義されている。各特徴点は、典型的には、関節に設定
される。図４において人体パターンは、関節３ａから関節３ｔまでの２０点の関節の情報
を有する。関節３ａは、頭部に対応し、関節３ｂは、両肩の中央部に対応し、関節３ｃは
、腰に対応し、関節３ｄは、臀部の中央部に対応する。また、関節３ｅは、右肩に対応し
、関節３ｆは、右肘に対応し、関節３ｇは、右手首に対応し、関節３ｈは、右手に対応す
る。また、関節３ｉは、左肩に対応し、関節３ｊは、左肘に対応し、関節３ｋは、左手首
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に対応し、関節３ｌは、左手に対応する。また、関節３ｍは、右臀部に対応し、関節３ｎ
は、右膝に対応し、関節３ｏは、右足首に対応し、関節３ｐは、右足の足根に対応する。
また、関節３ｑは、左臀部に対応し、関節３ｒは、左膝に対応し、関節３ｓは、左足首に
対応し、関節３ｔは、左足の足根に対応する。なお、図４の関節３ａ、関節３ｈ、関節３
ｌ、関節３ｐ、関節３ｔは、骨の末端部分であるためいわゆる関節とは異なるが、骨の位
置及び向きを表す重要な点であるため、説明の便宜上、ここでは関節として説明する。
【００２０】
　上記の通り動作情報発生部１７は、人体パターンを用いたパターンマッチングにより、
距離画像から、距離画像座標系で定義される各関節の座標を特定する。例えば、動作情報
発生部１７は、図４に示す人体パターンの人体表面と、図３に示す距離画像とをパターン
マッチングすることにより、距離画像に描出された人物の人体表面の座標を得る。次に動
作情報発生部１７は、人体パターンにおける人体表面と各関節との相対的な位置関係を利
用して、距離画像に描出された人物の人体表面の座標から、当該人物内の各関節の距離画
像座標系における座標を算出する。このようにして動作情報発生部１７は、距離画像から
、人体の骨格を形成する各関節の座標を取得する。そして動作情報発生部１７は、距離画
像座標系における各関節の座標を、世界座標系で定義される座標に変換する。動作情報発
生部１７は、時系列の距離画像に繰り返し上記の処理を施すことにより、距離画像に描出
された人物に関する時系列の患者動作情報を発生する。
【００２１】
　同様にして動作情報発生部１７は、超音波プローブ等に関する時系列の動作情報（以下
、プローブ動作情報と呼ぶ）を発生することができる。超音波プローブの特徴点としては
、図５に示すように、超音波プローブＰｒに取り付けられたマーカＭ１が利用されると良
い。超音波プローブＰｒには、超音波プローブＰｒの向き等が認識可能なように複数のマ
ーカＭ１が取り付けられると良い。各特徴点（マーカＭ１）の座標は、超音波プローブＰ
ｒが描出された距離画像にプローブパターンを用いたパターンマッチングを施すことによ
り動作情報発生部１７により特定される。なおプローブパターンは、距離画像とのパター
ンマッチングに用いられる超音波プローブＰｒの標準的なパターンである。
【００２２】
　通信部１９は、対象物認識装置１００，３００に接続されている超音波診断装置２００
，４００との間で種々の情報を送受信する。例えば、模擬検査の検査履歴情報の取得側の
対象物認識装置１００の場合、通信部１９は、模擬検査の検査履歴情報の取得側の超音波
診断装置２００との間で種々の情報を送受信する。また、模擬検査の検査履歴情報の使用
側の対象物認識装置３００の場合、通信部１９は、模擬検査の検査履歴情報の使用側の超
音波診断装置４００との間で種々の情報を送受信する。具体的には、通信部１９は、超音
波診断装置２００，４００に患者動作情報とプローブ動作情報とを送信する。
【００２３】
　図６は、検査履歴情報生成側の超音波診断装置の構成を示す図である。図６に示すよう
に、超音波診断装置２００は、超音波プローブ２１、送信部２３、受信部２５、信号処理
部２７、画像発生部２９、画像記憶部３１、画像処理部３３、検査履歴情報発生部３５、
通信部３７、操作部３９、表示部４１、主記憶部４３、及び制御部４５を有している。送
信部２３、受信部２５、信号処理部２７、画像発生部２９、画像処理部３３、検査履歴情
報発生部３５、及び制御部４５は、集積回路などのハードウェアで構成されることもある
が、ソフトウェア的にモジュール化されたソフトウェアプログラムである場合もある。以
下、個々の構成要素の機能について説明する。
【００２４】
　超音波プローブ２１は、２次元状に配列された複数の振動子を有している。振動子は、
送信部２３からの駆動信号に応じて超音波を発生し、被検体からの反射波を電気信号（エ
コー信号）に変換する。
【００２５】
　送信部２３は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等を有している



(8) JP 2015-89454 A 2015.5.11

10

20

30

40

50

。パルサ回路は、所定のレート周波数　ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波
を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。遅延回路は、送信方向及び送信焦点
位置に応じた遅延時間をチャンネル毎に各レートパルスに印加する。トリガ発生回路は、
このレートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ２に駆動信号を印加する。駆動
信号の印加により、遅延時間に応じた送信方向及び送信焦点位置に関する超音波送信ビー
ムが超音波プローブ２１から送信される。
【００２６】
　受信部２５は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、ビームフォーマ等を有して
いる。アンプ回路は、超音波プローブ２１からのエコー信号をチャンネル毎に増幅する。
Ａ／Ｄ変換器は、増幅されたエコー信号にＡ／Ｄ変換を施す。ビームフォーマは、デジタ
ルのエコー信号に、超音波受信ビームのビーム方向を決定するのに必要な遅延時間を受信
焦点位置毎に印加し、遅延時間が与えられたエコー信号を加算する。この遅延加算により
、超音波受信ビームに対応する受信信号が生成される。
【００２７】
　信号処理部２７は、受信部２５からの受信信号に、映像モードに応じた信号処理を施す
。例えば、映像モードがＢモードの場合、信号処理部２７は、対数増幅や包絡線検波処理
などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるＢモードデータを生成する。また、映
像モードがドプラモードの場合、信号処理部２７は、受信信号に周波数解析を施し、ドプ
ラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、パワー等の血流
情報をカラーで表現するドプラデータを生成する。Ｂモードデータやドプラデータ等の生
データは、画像発生部２９に供給される。
【００２８】
　画像発生部２９は、生データに基づいて、映像モードに応じた超音波画像のデータを発
生する。映像モードがＢモードの場合、画像発生部２９は、Ｂモードデータに基づいてＢ
モード画像を発生する。映像モードがドプラモードの場合、画像発生部２９は、ドプラデ
ータに基づいてドプラ波形を表すドプラ画像を発生する。超音波画像のデータは、画像記
憶部３１に記憶される。
【００２９】
　画像記憶部３１は、ＨＤＤ（hard disk drive）等の記憶装置である。画像記憶部３１
は、超音波画像のデータを記憶する。
【００３０】
　画像処理部３３は、超音波画像に種々の画像処理を施す。
【００３１】
　検査履歴情報発生部３５は、模擬検査の検査履歴情報を発生する。検査履歴情報は、患
者動作情報、プローブ動作情報、及びパラメータ変更情報を含む。患者動作情報とプロー
ブ動作情報とは、対象物認識装置１００から送信されたものである。パラメータ変更情報
は、模擬検査時におけるスキャン条件パラメータの設定値の変更履歴である。
【００３２】
　通信部３７は、模擬検査の検査履歴情報の取得側の対象物認識装置１００との間、模擬
検査の検査履歴情報の使用側の超音波診断装置４００との間で種々の情報を送受信する。
例えば、通信部３７は、対象物認識装置１００からの患者動作情報とプローブ動作情報と
を受信する。また、通信部３７は、検査履歴情報発生部３５により発生された模擬検査の
検査履歴情報を超音波診断装置４００に送信する。
【００３３】
　操作部３９は、操作者からの各種指示を受け付けるための操作パネルや入力機器を搭載
している。入力機器としては、トラックボール、各種スイッチ、ボタン、マウス、キーボ
ード等が適用可能である。
【００３４】
　表示部４１は、超音波画像や各種設定画面を表示機器に表示する。表示機器としては、
例えばＣＲＴディスプレイや、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、プラズマディ
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スプレイ等が適用可能である。
【００３５】
　主記憶部４３は、種々の情報を記憶するＨＤＤ等の記憶装置である。主記憶部４３は、
例えば、本実施形態に係る超音波検査のための制御プログラムを記憶している。
【００３６】
　制御部４５は、ＣＰＵ（central processing unit）とＲＡＭ（random access memory
）とを有し、超音波診断装置２００の中枢として機能する。当該ＣＰＵは、主記憶部４３
から制御プログラムを読み出してＲＡＭに展開し、この制御プログラムに従って各部を制
御する。
【００３７】
　図７は、模擬検査の検査履歴情報の使用側の超音波診断装置４００の構成を示す図であ
る。図７に示すように、超音波診断装置４００は、超音波プローブ５１、送信部５３、受
信部５５、信号処理部５７、画像発生部５９、画像記憶部６１、画像処理部６３、検査履
歴情報発生部６５、判定部６７、画像記憶制御部６９、スキャン条件設定部７１、通信部
７３、操作部７５、表示部７７、主記憶部７９、及びシステム制御部８１を有している。
送信部５３、受信部５５、信号処理部５７、画像発生部５９、画像処理部６３、検査履歴
情報発生部６５、判定部６７、画像記憶制御部６９、スキャン条件設定部７１、及びシス
テム制御部８１は、集積回路などのハードウェアで構成されることもあるが、ソフトウェ
ア的にモジュール化されたソフトウェアプログラムである場合もある。以下、個々の構成
要素の機能について説明する。
【００３８】
　超音波プローブ５１は、２次元状に配列された複数の振動子を有している。振動子は、
送信部５３からの駆動信号に応じて超音波を発生し、被検体からの反射波を電気信号（エ
コー信号）に変換する。
【００３９】
　送信部５３は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等を有している
。パルサ回路は、所定のレート周波数　ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波
を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。遅延回路は、送信方向及び送信焦点
位置に応じた遅延時間をチャンネル毎に各レートパルスに印加する。トリガ発生回路は、
このレートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ５１に駆動信号を印加する。駆
動信号の印加により、遅延時間に応じた送信方向及び送信焦点位置に関する超音波送信ビ
ームが超音波プローブ５１から送信される。
【００４０】
　受信部５５は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、ビームフォーマ等を有して
いる。アンプ回路は、超音波プローブ５１からのエコー信号をチャンネル毎に増幅する。
Ａ／Ｄ変換器は、増幅されたエコー信号にＡ／Ｄ変換を施す。ビームフォーマは、デジタ
ルのエコー信号に、超音波受信ビームのビーム方向を決定するのに必要な遅延時間を受信
焦点位置毎に印加し、遅延時間が与えられたエコー信号を加算する。この遅延加算により
、超音波受信ビームに対応する受信信号が生成される。
【００４１】
　信号処理部５７は、受信部５５からの受信信号に、映像モードに応じた信号処理を施す
。例えば、映像モードがＢモードの場合、信号処理部５７は、対数増幅や包絡線検波処理
などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるＢモードデータを生成する。また、映
像モードがドプラモードの場合、信号処理部５７は、受信信号に周波数解析を施し、ドプ
ラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、パワー等の血流
情報をカラーで表現するドプラデータを生成する。Ｂモードデーやドプラデータ等の生デ
ータは、画像発生部５９に供給される。
【００４２】
　画像発生部５９は、生データに基づいて、映像モードに応じた超音波画像のデータを発
生する。映像モードがＢモードの場合、画像発生部５９は、Ｂモードデータに基づいてＢ
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モード画像を発生する。映像モードがドプラモードの場合、画像発生部５９は、ドプラデ
ータに基づいてドプラ波形を表すドプラ画像を発生する。超音波画像のデータは、画像記
憶部６１に記憶される。
【００４３】
　画像記憶部６１は、ＨＤＤ（hard disk drive）等の記憶装置である。画像記憶部６１
は、超音波画像のデータを記憶する。
【００４４】
　画像処理部６３は、超音波画像に種々の画像処理を施す。
【００４５】
　検査履歴情報発生部６５は、今回検査の検査履歴情報を発生する。今回検査の検査履歴
情報は、患者動作情報、プローブ動作情報、及びパラメータ変更情報を含む。患者動作情
報とプローブ動作情報とは、模擬検査の検査履歴情報の使用側の対象物認識装置３００か
ら送信されたものである。パラメータ変更情報は、模擬検査時におけるスキャン条件パラ
メータの設定値の変更履歴である。
【００４６】
　判定部６７は、今回検査の検査履歴情報と模範検査の検査履歴情報とに基づいて今回検
査に関する超音波検査が正しく行われているか否かを判定する。
【００４７】
　画像記憶制御部６９は、画像発生部５９により発生された超音波画像の画像記憶部６１
への記憶（録画）を制御する。具体的には、画像記憶制御部６９は、判定部６７により今
回検査に関する超音波検査が正しく行われていると判定された場合、画像記憶部６１に超
音波画像の録画を実行させ、判定部６７により今回検査に関する超音波検査が正しく行わ
れていないと判定された場合、画像記憶部６１に超音波画像の録画を停止させる。
【００４８】
　スキャン条件設定部７１は、操作部７５を介したスキャン受件のパラメータの設定値の
変更指示に従って当該パラメータの設定値を変更する。また、スキャン条件設定部７１は
、模擬検査のパラメータ変更情報を利用して今回検査のスキャン条件パラメータの設定値
を自動的に設定する。
【００４９】
　通信部７３は、模擬検査の検査履歴情報の取得側の超音波診断装置２００との間、模擬
検査の検査履歴情報の使用側の対象物認識装置３００との間で種々の情報を送受信する。
例えば、通信部７３は、超音波診断装置２００から模範検査の検査履歴情報を受信する。
また、通信部７３は、対象物認識装置３００から今回検査の検査履歴情報を受信する。
【００５０】
　操作部７５は、操作者からの各種指示を受け付けるための操作パネルや入力機器を搭載
している。入力機器としては、トラックボール、各種スイッチ、ボタン、マウス、キーボ
ード等が適用可能である。
【００５１】
　表示部７７は、超音波画像や各種設定画面を表示機器に表示する。表示機器としては、
例えばＣＲＴディスプレイや、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、プラズマディ
スプレイ等が適用可能である。
【００５２】
　主記憶部７９は、種々の情報を記憶するＨＤＤ等の記憶装置である。主記憶部７９は、
例えば、本実施形態に係る超音波検査のための制御プログラムを記憶している。
【００５３】
　システム制御部８１は、ＣＰＵ（central processing unit）とＲＡＭ（random access
 memory）とを有し、超音波診断装置の中枢として機能する。当該ＣＰＵは、主記憶部７
９から制御プログラムを読み出してＲＡＭに展開し、この制御プログラムに従って各部を
制御する。
【００５４】
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　以下、本実施形態に係る超音波検査支援システムの動作例について説明する。まずは、
図８を参照しながら、本実施形態に係る超音波検査支援システムの動作の全体の流れにつ
いて説明する。
【００５５】
　図８は、本実施形態に係る超音波検査支援システムの動作の全体の流れを示す図である
。図８に示すように、まず、病院サイドにおいて熟練者により模擬検査が行われる（ステ
ップＳＡ）。模擬検査により検査履歴情報が取得される。具体的には、対象物認識装置１
００により模擬検査中における患者の患者動作情報と超音波プローブ２１のプローブ動作
情報とが取得される。また、超音波診断装置２００により模擬検査中におけるパラメータ
変更情報が取得される。患者動作情報とプローブ動作情報とは、対象物認識装置１００か
ら超音波診断装置２００に送信される。患者動作情報、プローブ動作情報、及びパラメー
タ変更情報は、検査履歴情報を構成する。また、模擬検査中において収集されたカラー画
像も対象物認識装置１００から超音波診断装置２００に送信される。
【００５６】
　図９は、検査履歴情報の構造を示す図である。図９に示すように、検査履歴情報は、動
作情報とパラメータ変更情報とを有する。動作情報は、患者動作情報とプローブ動作情報
とを有する。対象物認識装置１００，３００の動作情報発生部１７は、一定時間毎に繰り
返し患者動作情報を発生する。また対象物認識装置１００，３００の動作情報発生部１７
は、一定時間毎に繰り返しプローブ動作情報を発生する。
【００５７】
　図９に示すように、患者動作情報は、患者動作情報テーブルＴ１により管理されている
。患者動作情報は、患者の関節毎の座標の履歴である。患者動作情報テーブルＴ１は、人
物、時刻、関節、及び座標の項目を有している。人物項目には、患者名や患者ＩＤ等の患
者の識別情報が入力される。時刻項目には、当該患者動作情報の収集時刻が入力される。
関節項目には、関節名や関節番号等の関節の識別情報が入力される。座標項目には、当該
関節の世界座標系の３次元座標が入力される。プローブ動作情報は、超音波診断装置の特
徴点毎の座標の履歴である。
【００５８】
　図９に示すように、プローブ動作情報は、プローブ動作情報テーブルＴ２により管理さ
れている。プローブ動作情報は、超音波プローブの特徴点毎の座標の履歴である。プロー
ブ動作情報テーブルＴ２は、プローブ、時刻、特徴点、及び座標の項目を有している。プ
ローブ項目には、プローブ名やプローブＩＤ等の超音波プローブの識別情報が入力される
。時刻項目には、当該プローブ動作情報の収集時刻が入力される。特徴点項目には、特徴
点名や特徴点番号等の当該超音波プローブの特徴点の識別情報が入力される。座標項目に
は、当該特徴点の世界座標系の３次元座標が入力される。
【００５９】
　パラメータ変更情報は、スキャン条件パラメータの設定値の履歴である。図９に示すよ
うに、パラメータ変更情報は、パラメータ変更情報テーブルＴ３により管理されている。
パラメータ変更情報は、パラメータ、設定値、時刻、及びプローブ位置の項目を有してい
る。パラメータ項目には、スキャン条件パラメータのＩＤや番号等のパラメータの識別情
報が入力される。例えば、パラメータ項目としては、画像全体のエコーレベルや深さ毎の
エコーレベル、焦点位置等のパラメータが記載される。設定値項目には、当該パラメータ
の設定値が入力される。時刻項目には、当該パラメータの設定時刻が入力される。プロー
ブ位置項目には、当該パラメータの設定時の超音波プローブの位置が入力される。超音波
プローブの位置は、超音波プローブの各特徴点の３次元座標により規定される。
【００６０】
　図８に示すように、模擬検査が行われると超音波診断装置２００は、自宅サイドの超音
波診断装置４００に模擬検査の検査履歴情報（患者動作情報、プローブ動作情報、及びパ
ラメータ変更情報）を送信する（ステップＳＢ）。検査履歴情報の送信は、模擬検査と今
回検査との間の任意のタイミングで行われれば良い。この際、超音波診断装置２００は、
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模擬検査中において対象物認識装置１００により収集されたカラー画像を検査履歴情報と
ともに送信する。模擬検査委の検査履歴情報とカラー画像とは、超音波診断装置４００の
主記憶部７９に記憶される。
【００６１】
　模擬検査の検査履歴情報の送信後、当該検査履歴情報を利用した今回検査が自宅サイド
において行われる（ステップＳＣ）。今回検査においては初心者が自宅サイドの超音波診
断装置４００を利用して超音波検査を実行する。超音波診断装置１００により模擬検査の
検査履歴情報を利用して検査支援処理が行われる。
【００６２】
　超音波検査は、検査部位や検査目的等に応じて様々な操作が要求され、その習得は概し
て困難である。例えば、画像の方向には以下の２つのルールが存在する。１．患者の右側
が表示機器に向かって左側に位置するようにする。２．患者の頭側が表示機器に向かって
左側に位置するようにする。また、超音波プローブは、異常所見を目に留まり易くするた
め、一定の速さで動かさなければならない。超音波プローブの動きや位置は検査部位等に
応じて様々な種類がある。例えば、超音波プローブには横回転スキャンと平行スキャンと
がある。横回転スキャンは、超音波プローブの先端を体表に当てた状態で超音波プローブ
を煽るように動かすスキャンである。横回転スキャンの場合、超音波プローブの先端近傍
に死角が存在する。平行スキャンは、超音波プローブを平行に移動するスキャンである。
また、撮影目的に応じて最適な患者の姿勢が存在する。例えば、甲状腺検査の場合、患者
は座って首を後方に反らせた姿勢を保つ必要がある。頚動脈検査の場合、顎を軽くあげ検
査側の反対側に顔を傾ける姿勢を保つ必要がある。下肢深部静脈血栓症の場合、非ストレ
ス状態とストレス状態との両方で検査する必要がある。非ストレス状態において患者は仰
向けであることが要求される。ストレス状態において患者は足首が操作者等により圧迫さ
れた状態で検査される。筋損傷や靭帯損傷、関節障害の場合、操作者は、病態が運動に与
える影響を診ることとなる。例えば、肩甲上腕関節の障害の場合、腕を下した状態と腕を
上げた状態との両方で超音波検査が行われる必要がある。
【００６３】
　本実施形態に係る超音波診断装置４００は、熟練者が実際に行った超音波検査の検査履
歴情報を利用して、初心者等が行う超音波検査を支援することができる。
【００６４】
　次に、超音波診断装置４００により行われる検査支援処理の詳細について説明する。図
１０は、超音波診断装置４００により行われる検査支援処理の典型的な流れを示す図であ
る。検査支援処理は、超音波診断装置４００の操作者が操作部７５を介して開始指示を入
力することを契機としてシステム制御部８１により開始される。
【００６５】
　図１０に示すように、まずシステム制御部８１は、今回検査において利用する模擬検査
の検査履歴情報を主記憶部７９から読み出す（ステップＳＣ１）。読出し対象の模擬検査
の検査履歴情報は、操作者により操作部７５を介して指定される。読出し対象の模擬検査
の検査履歴情報に関連付けられた、当該模擬検査のカラー画像は、表示部７７により動画
表示される。
【００６６】
　ステップＳＣ１が行われるとシステム制御部８１は、今回検査を開始する（ステップＳ
Ｃ２）。具体的には、システム制御部８１は、患者の検査部位を超音波で走査するように
送信部５３と受信部５５とを制御する。受信部５５からの受信信号は、信号処理により生
データに変換され、画像発生部５９により生データに基づいて超音波画像が発生される。
超音波画像は、表示部７７により、模擬検査に関するカラー画像とともに即時的に表示さ
れる。
【００６７】
　図１１は、ステップＳＣ２において表示部７７により表示される、超音波画像Ｉ２と模
擬検査のカラー画像Ｉ３との表示例を示す図である。図１１に示すように、表示部７７は
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、今回検査の超音波画像Ｉ２と模擬検査のカラー画像Ｉ３とを並べて表示する。操作者は
、模擬検査のカラー画像Ｉ３を観察することにより、超音波プローブ５１の適切な操作方
法や患者の適切な姿勢等を確認しながら今回検査を実施することができる。なお今回検査
の超音波画像Ｉ２と模擬検査のカラー画像Ｉ３とを表示する表示機器は、超音波診断装置
４００に搭載された表示部７７のみに限定されない。例えば、今回検査の超音波画像Ｉ２
と模擬検査のカラー画像Ｉ３とは、自宅に設けられたテレビ等に表示されても良い。また
、今回検査の超音波画像Ｉ２と模擬検査のカラー画像Ｉ３とは、別々の表示機器に表示さ
れても良い。また、表示部７７は、今回検査の超音波画像Ｉ２と模擬検査のカラー画像Ｉ
３とに加え、対象物認識装置３００により収集される今回検査のカラー画像を即時的に表
示しても良い。
【００６８】
　今回検査においてシステム制御部８１は、対象物認識装置３００を制御して今回検査の
患者動作情報とプローブ動作情報とを収集させる。対象物認識装置３００の動作情報発生
部１７は、今回検査中における患者と超音波プローブ５１とを対象物認識装置３００のカ
メラ装置で撮影し、当該患者を対象とした患者動作情報と当該超音波プローブを対象とし
たプローブ動作情報とを発生する。発生された患者動作情報とプローブ情報とは、即時的
に対象物認識装置３００から超音波診断装置４００に送信される。今回検査においてスキ
ャン条件を変更する場合、操作者は、操作部７５を介してスキャン条件パラメータの設定
値の変更指示を入力する。変更指示が入力された場合、スキャン条件設定部７１は、変更
対象のパラメータの設定値を、操作部７５を介して入力された設定値に変更する。設定値
の変更とともにスキャン条件設定部７１は、変更されたパラメータに関するパラメータ変
更情報を発生する。
【００６９】
　ステップＳＣ２が行われるとシステム制御部８１は、判定部６７に比較処理を行わせる
（ステップＳＣ３）。ステップＳＣ３において判定部６７は、今回検査の検査履歴情報と
模擬検査の検査履歴情報とを所定時刻毎に繰り返し比較する。比較は、患者動作情報、プ
ローブ動作情報、パラメータ変更情報の各々について行われる。
【００７０】
　ステップＳＣ３が行われるとシステム制御部８１は、判定部６７に判定処理を行わせる
（ステップＳＣ４）。ステップＳＣ４において判定部６７は、ステップＳＣ３における比
較結果に基づいて超音波検査が正しく実行されているか否かを判定する。
【００７１】
　以下、ステップＳＣ３及びＳＣ４について詳細に説明する。比較対象の今回検査の検査
履歴情報と模擬検査の検査履歴情報とは互いに対応する時刻の検査履歴情報であるとする
。すなわち、複数の時刻の各々について今回検査の検査履歴情報と模擬検査の検査履歴情
報とが比較される。より詳細には、今回検査の患者の各関節の時系列の３次元座標と模擬
検査の患者の各関節の時系列の３次元座標とが時刻を揃えて比較され、今回検査の超音波
プローブ５１の各特徴点の時系列の３次元座標と模擬検査の超音波プローブ２１の各特徴
点の時系列の３次元座標とが比較される。例えば、検査開始時刻からの経過時刻が略同一
の今回検査の検査履歴情報と模擬検査の検査履歴とが比較されると良い。
【００７２】
　まず、患者動作情報の比較及び判定について説明する。判定部６７は、今回検査の患者
動作情報に含まれる複数の関節の３次元座標に基づいて、今回検査の患者の３次元的な姿
勢及び向きを推定する。同様に判定部６７は、模擬検査の患者動作情報に含まれる複数の
関節の３次元座標に基づいて、模擬検査の患者の３次元的な姿勢及び向きを推定する。次
に判定部６７は、今回検査の患者の姿勢及び向きを模擬検査の患者の姿勢及び向きに対し
て比較する。今回検査の患者の姿勢及び向きが模擬検査の患者の姿勢及び向きに略一致す
ると判定した場合、判定部６７は、超音波検査が正しく実行していると判定し、今回検査
の患者の姿勢及び向きが模擬検査の患者の姿勢及び向きに略一致しないと判定した場合、
超音波検査が正しく実行していないと判定する。判定部６７は、今回検査の患者の姿勢及
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び向きと模擬検査の患者の姿勢及び向きとの差分が所定範囲に含まれる場合、超音波検査
が正しく実行されていると判定し、差分が所定範囲に含まれない場合、超音波検査が正し
く実行されていないと判定する。判定結果は、表示部７７により表示される。これにより
操作者は、今回検査の患者の姿勢及び向きが正しいか否かを判断することができる。
【００７３】
　次にプローブ動作情報の比較及び判定について説明する。判定部６７は、今回検査のプ
ローブ動作情報に含まれる複数の特徴点の３次元座標に基づいて、今回検査の超音波プロ
ーブ５１の３次元的な向きを推定する。同様に判定部６７は、模擬検査のプローブ動作情
報に含まれる複数の特徴点の３次元座標に基づいて、模擬検査の超音波プローブ２１の３
次元的な向きを推定する。次に判定部６７は、今回検査の超音波プローブ５１の向きを模
擬検査の超音波プローブ２１の向きに対して比較する。比較は、各時刻において行われて
も良いし、操作者により操作部７５を介して指定された任意の時刻において行われても良
い。今回検査の超音波プローブ５１の向きが模擬検査の超音波プローブ２１の向きに一致
すると判定した場合、判定部６７は、超音波検査が正しく実行していると判定し、今回検
査の超音波プローブ５１の向きが模擬検査の超音波プローブ２１の向きに一致しないと判
定した場合、超音波検査が正しく実行していないと判定する。判定部６７は、今回検査の
超音波プローブ５１の向きと模擬検査の超音波プローブ２１の向きとの差分が所定範囲に
含まれる場合、超音波検査が正しく実行されていると判定し、差分が所定範囲に含まれな
い場合、超音波検査が正しく実行されていないと判定する。判定結果は、表示部７７によ
り表示される。これにより操作者は、今回検査の超音波プローブ５１の向きが正しいか否
かを判断することができる。
【００７４】
　また判定部６７は、今回検査のプローブ動作情報に含まれる複数の特徴点の３次元座標
に基づいて、今回検査の超音波プローブ５１の速度を算出する。同様に判定部６７は、模
擬検査のプローブ動作情報に含まれる複数の特徴点の３次元座標に基づいて、模擬検査の
超音波プローブ２１の速度を算出する。次に判定部６７は、今回検査の超音波プローブ５
１の速度を模擬検査の超音波プローブ２１の速度に対して比較する。今回検査の超音波プ
ローブ５１の速度が模擬検査の超音波プローブ２１の速度に一致すると判定した場合、判
定部６７は、超音波検査が正しく実行していると判定し、今回検査の超音波プローブ５１
の速度が模擬検査の超音波プローブ２１の速度に一致しないと判定した場合、超音波検査
が正しく実行していないと判定する。判定結果は、表示部７７により表示される。判定部
６７は、今回検査の超音波プローブ５１の速度と模擬検査の超音波プローブ２１の速度と
の差分が所定範囲に含まれる場合、超音波検査が正しく実行されていると判定し、差分が
所定範囲に含まれない場合、超音波検査が正しく実行されていないと判定する。これによ
り操作者は、今回検査の超音波プローブ５１の速度が正しいか否かを判断することができ
る。
【００７５】
　また判定部６７は、今回検査のプローブ動作情報に含まれる複数の特徴点の３次元座標
と今回検査の患者動作情報に含まれる複数の関節の３次元座標とに基づいて、今回検査の
超音波プローブ５１の患者に対する３次元的な相対位置を推定する。同様に判定部６７は
、模擬検査のプローブ動作情報に含まれる複数の特徴点の３次元座標と模擬検査の患者動
作情報に含まれる複数の関節の３次元座標とに基づいて、模擬検査の超音波プローブ２１
の患者に対する３次元的な相対位置を時刻毎に推定する。そして判定部６７は、時刻毎の
超音波プローブ２１の相対位置に基づいて超音波プローブの予測経路を決定する。予測経
路は、例えば、時刻毎の超音波プローブ２１の相対位置が通過した経路に決定されても良
いし、当該経路に所定のマージンを加えた領域に決定されても良い。次に判定部６７は、
今回検査の超音波プローブ５１の相対位置を予測経路に対して比較する。今回検査の超音
波プローブ５１の相対位置が予測経路上に位置している判定した場合、判定部６７は、超
音波検査が正しく実行していると判定し、今回検査の超音波プローブ５１の相対位置が予
測経路上に位置していないと判定した場合、超音波検査が正しく実行していないと判定す
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る。判定結果は、表示部７７により表示される。これにより操作者は、今回検査の超音波
プローブ５１の位置が正しいか否かを判断することができる。
【００７６】
　次にパラメータ変更情報の比較及び判定について説明する。判定部６７は、今回検査の
パラメータ変更情報を模擬検査のパラメータ変更情報に対して比較する。具体的には、今
回検査においてパラメータの設定値の変更がなされた場合、変更後の設定値を模擬検査の
略同時間での設定値に対して比較する。今回検査の設定値が模擬検査の設定値に一致する
と判定した場合、判定部は、超音波検査が正しく実行していると判定し、今回検査の設定
値が模擬検査の設定値に一致しないと判定した場合、超音波検査が正しく実行していない
と判定する。判定結果は、表示部により表示される。これにより操作者は、今回検査のス
キャン条件パラメータの設定値が正しいか否かを判断することができる。
【００７７】
　なお上記の比較及び判定処理において今回検査の検査履歴情報と模擬検査の検査履歴情
報とが複数の時刻の各々について比較されるとした。しかしながら、本実施形態はこれに
限定されない。例えば、操作者により操作部７５を介して指定された時刻の今回検査の検
査履歴情報と模擬検査の検査履歴とが比較されても良い。より詳細には、操作者により操
作部７５を介して指定された時刻に関して、今回検査の患者の各関節の３次元座標と模擬
検査の患者の各関節の３次元座標とが時刻を揃えて比較され、今回検査の超音波プローブ
５１の各特徴点の３次元座標と模擬検査の超音波プローブ２１の各特徴点の３次元座標と
が比較される。例えば、検査開始時刻からの経過時刻が略同一の今回検査の検査履歴情報
と模擬検査の検査履歴とが比較されると良い。
【００７８】
　ステップＳＣ４において超音波検査が正しく実行されていないと判定された場合（ステ
ップＳＣ５：ＮＯ）、システム制御部８１は、画像記憶制御部６９に録画停止処理を行わ
せる（ステップＳＣ５）。録画停止処理において画像記憶制御部６９は、画像発生部５９
により即時的に発生される超音波画像を画像記憶部６１に記憶させず、消去する。またシ
ステム制御部８１は、超音波検査が正しく実行されていないと判定された場合、図１２に
示すように、表示部７７にその旨を表示させる。図１２においては、超音波検査が正しく
実行されていない旨のメッセージ（具体的には、「ＢＡＤ」）が表示され、当該メッセー
ジとともに超音波画像の録画が停止されている旨のメッセージ（具体的には、「ＳＴＯＰ
」）が表示されている。超音波検査が正しく実行されていない場合に超音波画像の録画を
停止することにより、不要な超音波画像を録画することを防止することができる。
【００７９】
　ステップＳＣ５が行われるとシステム制御部８１は、超音波検査の支援を実行する（ス
テップＳＣ６）。システム制御部８１は、操作者が正しい超音波検査を実行できるような
支援情報を表示部７７に表示させる。より詳細には、表示部７７は、患者を正しい姿勢に
誘導したり、超音波プローブを正しい位置や向きに誘導したり、適切なタイミングでスキ
ャン条件パラメータを変更するための情報を表示する。
【００８０】
　以下、超音波検査の支援について詳細に説明する。例えば、表示部７７は、ステップＳ
Ｃ３の比較結果に基づいて、模擬検査の検査履歴情報に対する今回検査の検査履歴情報の
ずれを表示する。具体的には、表示部７７は、模擬検査の超音波プローブ２１の３次元位
置に対する今回検査の超音波プローブ５１の３次元位置のずれを表示したり、模擬検査の
超音波プローブ２１の速度に対する今回検査の超音波プローブ５１の速度のずれを表示し
たり、模擬検査の超音波プローブ２１の姿勢及び向きに対する今回検査の超音波プローブ
５１の姿勢及び向きのずれを表示したり、模擬検査の患者の姿勢及び向きに対する今回検
査の患者の姿勢及び向きのずれを表示したりする。操作者は、これらの情報を観察するこ
とにより、患者を正しい姿勢に修正したり、超音波プローブ５１を正しい位置や向きに修
正したりすることができる。
【００８１】
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　この他、表示部７７は、図１３に示すように、模擬検査の超音波プローブの予測経路を
示すマークＭ２を、今回検査のカラー画像Ｉ４の対応位置に重畳すると良い。例えば、表
示部７７は、ステップＳＣ３において決定された予測経路の今回検査のカラー画像Ｉ４に
おける位置を特定し、特定された位置に予測経路を示すマークＭ２を重畳する。これによ
り操作者は、超音波プローブ５１の正しい移動経路を容易に把握することができる。
【００８２】
　なお、表示部７７は、マークＭ２以外にも、今回検査を正しく行うための種々の情報を
今回検査のカラー画像Ｉ４に表示しても良い。例えば、表示部７７は、図１３に示すよう
に、検査部位を示すマークＭ３をカラー画像Ｉ３の対応位置に表示しても良い。例えば、
表示部７７は、今回検査の患者の各関節の３次元座標に基づいて患者の姿勢及び向きを特
定し、特定された姿勢及び向きに基づいて、表示対象の検査部位のカラー画像Ｉ３におけ
る位置を特定し、特定された位置にマークＭ３を表示する。マークＭ３を表示することに
より操作者は、超音波プローブ５１の当接位置を明瞭に把握することができる。
【００８３】
　さらに表示部７７は、図１４に示すように、模擬検査のパラメータ変更情報に関するパ
ラメータの設定が行われた位置を示すマークＭ４を今回検査のカラー画像Ｉ３の対応位置
に重畳すると良い。例えば表示部７７は、模擬検査のパラメータ変更情報を参照し、パラ
メータの設定が行われた超音波プローブ２１の３次元位置を特定する。次に表示部７７は
、特定された３次元位置に対応する今回検査のカラー画像Ｉ３における位置を特定し、特
定された位置にマークＭ４を重畳する。これにより、操作者は、パラメータの設定を行う
べき位置を容易に把握することができる。また表示部７７は、設定対象のパラメータや設
定値を操作者に提示するため、マークＭ４の近傍に設定対象のパラメータの種類や設定値
等を表示すると良い。
【００８４】
　ステップＳ４において超音波検査が正しく実行されていると判定された場合（ステップ
ＳＣ５：ＹＥＳ）、システム制御部８１は、画像記憶制御部６９に録画処理を行わせる（
ステップＳＣ７）。録画処理において画像記憶制御部６９は、画像発生部５９により即時
的に発生される超音波画像を画像記憶部６１に記憶させる。またシステム制御部８１は、
超音波検査が正しく実行されていると判定された場合、図１５に示すように、表示部７７
にその旨を表示する。図１５においては、超音波検査が正しく実行されている旨のメッセ
ージ（具体的には、「ＧＯＯＤ」）が表示され、当該メッセージとともに超音波画像Ｉ２
の録画が停止されている旨のメッセージ（具体的には、「ＲＥＣ」）が表示されている。
このように本実施形態に係る画像記憶制御部６９は、超音波検査が正しく実行されている
と判定された場合に限定して超音波画像を録画することができる。録画された超音波画像
は、超音波検査の終了後、医師等の観察や読影に供される。
【００８５】
　ステップＳＣ７が行われるとシステム制御部８１は、超音波検査の支援を実行する（ス
テップＳＣ８）。ステップＳＣ８における超音波検査の支援処理は、ステップＳ６と同様
なので説明を省略する。
【００８６】
　ステップＳＣ６またはＳＣ８が行われるとシステム制御部８１は、超音波検査を終了す
るか否かを判定する（ステップＳＣ９）。例えば、システム制御部８１は、操作者により
操作部７５を介して超音波検査の終了指示が入力されることを契機として超音波検査を終
了する。終了指示が入力されていない場合、超音波検査を終了しないと判定する。
【００８７】
　超音波検査を終了しないと判定した場合（ステップＳＣ９：ＮＯ）、システム制御部８
１は、ステップＳＣ４に進み、再び判定部６７に判定処理を行わせる。このようにして超
音波検査を終了すると判定するまでシステム制御部８１は、ステップＳＣ４→ＳＣ５→Ｓ
Ｃ６あるいはステップＳＣ４→ＳＣ７→ＳＣ８を繰り返す。
【００８８】



(17) JP 2015-89454 A 2015.5.11

10

20

30

40

50

　そして超音波検査を終了すると判定した場合（ステップＳＣ９：ＹＥＳ）、システム制
御部８１は、超音波検査を終了し、検査支援処理を終了する。
【００８９】
　検査支援処理の終了後、通信部７３は、画像記憶部６１に録画された今回検査の超音波
画像を超音波診断装置２００に送信する。超音波診断装置２００において医師等の熟練者
は、今回検査の超音波画像を観察・読影することができる。
【００９０】
　上記の説明において、今回検査のスキャン条件パラメータは、操作部７５を介した操作
者による指示に従ってスキャン条件設定部７１により設定されるものとした。しかしなが
ら、本実施形態はこれに限定されない。例えば、スキャン条件設定部７１は、模擬検査の
パラメータ変更情報に従って自動的に、今回検査におけるスキャン条件パラメータを設定
しても良い。
【００９１】
　具体的には、まずスキャン条件設定部７１は、模擬検査のパラメータ変更情報を解析し
、スキャン条件パラメータが変更された超音波プローブ５１の３次元位置（以下、設定位
置と呼ぶ）と変更後の設定値（以下、目標設定値と呼ぶ）とスキャン条件パラメータ毎に
特定する。そしてスキャン条件設定部７１は、今回検査において超音波プローブ５１の３
次元位置をモニタリングし、超音波プローブ５１の３次元位置が各設定位置に到達するこ
とを検知する。超音波プローブ５１の３次元位置が各設定位置に到達したことが検知され
た場合、スキャン条件設定部７１は、設定対象のスキャン条件パラメータの設定値を目標
設定値に変更する。これにより、スキャン条件パラメータを自動的に設定することができ
る。
【００９２】
　上記の説明の通り、本実施形態に係る超音波診断装置４００は、超音波プローブ５１、
画像発生部５９、通信部７３、主記憶部７９、及び判定部６７を有している。超音波プロ
ーブ５１は、超音波を送受波する。画像発生部５９は、超音波プローブ５１からのエコー
信号に基づいて今回検査の被検体に関する超音波画像を繰り返し発生する。通信部７３は
、今回検査時において対象物認識装置３００により発生された動作情報であって今回検査
時における被検体の各特徴点の３次元座標と超音波プローブ５１の各特徴点の３次元的な
位置関係を表現する動作情報を対象物認識装置３００から受信する。主記憶部７９は、模
範検査時において予め発生された動作情報であって模範検査時における被検体の各特徴点
の３次元的な位置関係と超音波プローブ２１の各特徴点の３次元的な位置関係とを表現す
る動作情報を記憶する。判定部は、今回検査の動作情報と模範検査の動作情報とに基づい
て今回検査が正しく行われているか否かを判定する。
【００９３】
　上記の構成により、本実施形態に係る超音波診断装置４００は、当該超音波診断装置４
００の操作者（主に初心者）が行っている超音波検査と熟練者が行った模範検査とを比較
して当該操作者が正しく超音波検査を行っているか否かを判定することができる。
【００９４】
　かくして本実施形態によれば、初心者であっても容易に超音波検査を実行することがで
きる。
【００９５】
　なお、上記の実施形態において対象物認識装置１００，３００は超音波診断装置２００
，４００にそれぞれ接続されているとした。しかしながら、本実施形態はこれに限定され
ない。例えば、対象物認識装置１００が超音波診断装置２００に組み込まれ、対象物認識
装置３００が超音波診断装置４００に組み込まれても良い。
【００９６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
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省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。
【符号の説明】
【００９７】
　１１…カラー画像収集部、１３…距離画像収集部、１５…音声認識部、１７…動作情報
発生部、１９…通信部、２１…超音波プローブ、２３…送信部、２５…受信部、２７…信
号処理部、２９…画像発生部、３１…画像記憶部、３３…画像処理部、３５…検査履歴情
報発生部、３７…通信部、３９…操作部、４１…表示部、４３…主記憶部、４５…制御部
、５１…超音波プローブ、５３…送信部、５５…受信部、５７…信号処理部、５９…画像
発生部、６１…画像記憶部、６３…画像処理部、６５…検査履歴情報発生部、６７…判定
部、６９…画像記憶制御部、７１…スキャン条件設定部、７３…通信部、３９…操作部、
４１…表示部、４３…主記憶部、４５…システム制御部、１００…対象物認識装置、２０
０…超音波診断装置、３００…対象物認識装置、４００…超音波診断装置、
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